










































 
 

期借入金・債権の償還をすることができる見込みがあるものに限定されていた

ところ、令和2年6月の国立大学法人法施行令の改正により規制が緩和された。長

期借入、大学債の起債は、各法人の中長期の経営戦略に基づいた事業の遂行のた

めに行うものであり、長期的な先行投資資金を柔軟性の下に確保するための有

効な手段となりうることから、発行の条件や対象の限定を緩和し、償還期間の長

期化や借り換え債の発行を可能とする制度改正が求められる。 

なお、長期借入金や大学債の償還財源について基金として計上する制度を設

計するとともに、次期中期目標期間の繰越承認対象から除外することも求めら

れる。 

 

（４）大学経営効率化のための規制緩和等 

 

＜ジョイント・ディグリー＞ 

 海外の大学と連携して教育課程（国際連携教育課程）を編成する学科・専攻（国

際連携学科・専攻）を設置する場合、設置認可の対象となっているが、通常の学

科・専攻等の新設の手続きに必要な書類に加えて連携先大学に関する書類も必

要なため、連携先大学に書類の必要性を説明すること、書類の細かい修正を依頼

するなど手続きが煩雑となっている。海外大学との調整に当たって、柔軟な運用

が困難という事情があるため、今後、相手国の法制を尊重しながら、海外大学と

のジョイント・ディグリーを増やしていくためには、「新たに国際連携学科・専

攻を設置する場合、学位の種類及び分野に変更がないときは届出とする」、「すで

にジョイント・ディグリー・プログラムを実施している学科・専攻が、新たな連

携大学を追加する場合には手続き不要とする」など、設置基準上の要件を緩和す

べきである。特に、学位記の取り扱いは、「連携する外国の大学との連名」や「日

本語での表記は必須とする」とされている。この書式条件によって連携大学側の

事情等から支障を来す、あるいは連携が困難となる場合もある。教育・研究の国

際化の推進、国際的通用性の観点から、教育・研究の質が確保されていることを

他の方法で担保できるのであれば、事実を証明する文書としての学位記の形式

については、連携する大学の事情にも配慮した弾力的な運用が可能となるよう

見直すべきである。 

 

＜政府調達＞ 

 政府調達は、WTOの枠組みの中で運用される「政府調達に関する協定」及び「政

府調達手続に関する運用指針等について」等に定められた手続きによる調達で

あるが、一般的な入札手続きに比べ調達手続きや仕様書等の作成等に多大な時

間を要し、教育・研究活動の遅延、業務量の増加、ひいては国益を損なう結果に

つながることも想定される状況となっている。少なくとも民間由来の資金（共同

研究費や寄附金等）については、政府調達の適用を緩和（書類の簡略化・調達期

間の短縮等）することで、企業との共同研究も加速し、我が国のイノベーション

の推進に大いに寄与できるのではないかと考える。例えば、「政府調達に関する

協定を改正する議定書によって改正された協定」で新たに設けられた公告期間

の短縮にかかる規定と同様の内容を、現行協定が失効するタイミングで運用指
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針等にも規定することで、公告期間の短縮を制度上可能とし、調達手続に費やす

膨大な時間を最小化するとともに、教育・研究活動等への影響を低減できるので

はないかと考える。 

 

＜建物面積算出基準＞ 

 国立大学法人は、自主財源で建築するものを除く施設について建物面積算出

基準が定められている。建物面積算出基準では「大学教育・研究施設」や「附属

病院」などに区分（面積区分）され、面積区分ごとに必要面積を算出せざるを得

ず、いわゆる建物面積にシーリングがかけられている。例えば、高度先進医療や

災害拠点病院としての機能を確保するために新たな建物の整備が必要とされる

ような場合、附属病院の面積基準については実態を踏まえて「加算面積」により

対応されているものの、なお不十分となる例があり、建物面積算出基準による建

物面積のシーリングの緩和を検討すべきである。 

 また、コロナ禍により講義室等の収容人数見直しや分散化、オンラインと対面

のハイブリッドに対応する授業環境の実現等、新たな施設環境整備が早急に求

められており、今後、長期的には面積に関する新たな指標が必要となることも考

えられるため、建物面積基準自体の見直しについても検討すべきである。 

 

 

６．コロナ新時代におけるデジタル技術を駆使した機能強化 

 

 Ⅰ．１．（２）「国立大学が社会の発展のため新たに強化・拡張する機能」でも

記載した通り、コロナ新時代におけるオープンサイエンスの急速な進展等を見

据え、国は、国立大学をネットワーク・ハブとして活用しながら、データ基盤の

整備やSINETを核として全国の教育・研究機関を網羅する情報通信ネットワーク

環境の高度化を強力に進めることが急務である。そのことを前提として、国立大

学は、デジタル技術を駆使した教育・研究・社会貢献（医療を含む）の機能強化

をするとともに、データ駆動型研究等の新たな研究手法を支えるAI技術、ビッグ

データ解析に長けた人材の育成等について、中核となって担っていく。 

 

（１）教育 

 

コロナ新時代の大学における教育活動の在り方は、大きな変革期にあるとい

える。国立大学は、オンラインと対面を組み合わせた新たな教育の在り方、オン

ラインのみで授業を行う場合の定員管理や授業料設定、教育の国際市場におけ

るオンライン授業の位置づけや戦略等、検討すべき課題に直面している。刻一刻

と状況は変化し続けており、国立大学としての責務を果たすためには、学生等の

声に十分に耳を傾け、迅速な情報収集に基づき対応を行わなくてはならない。 

こうした中、特に、デジタル技術を積極的に活用することで、様々な活動が制

限される環境下においても、対面授業の意義・価値を十分に踏まえたうえでオン

ラインを活用した教育の質の向上を推進していくことが重要であり、そのため

には、大学設置基準上の遠隔授業上限の緩和や全面的な見直し等の検討がなさ
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れることが望ましい。また特に、実験・実習についてICTを駆使したバーチャル

化等も含めた検討が必要である。そのほか、MOOC等の共通プラットフォーム上で

行われる講義科目を、単位互換等により所属大学での単位認定が促進される仕

組みの導入、大学等連携推進法人に限定することなく複数大学で共通して講義

の開催が可能な基礎的講義科目を選定し、合同または共通単位制等での遠隔講

義を実施する仕組みの導入、共通遠隔講義ツールの開発とあわせ、大学設置基準

上の授業科目開設の規定や既存ツール利用料の負担軽減、授業目的公衆送信補

償金制度にかかる補償金について、所要の検討を早急に進めること、また、電子

ジャーナルの利用環境整備についても、国が中心となって対応を行うことが必

要である。併せて、こうした新たな取り組みにかかる教職員の負担増や、環境整

備のための設備投資について、国として十分な支援をすべきである。 

なお、教育に関しては、初等中等教育機関でも同様の課題をより深刻なレベル

で抱えており、高等教育機関としても新しい連携体制を構築していく必要があ

る。コロナ新時代にこそ必要となるGIGAスクール構想実現のための人材育成や

コンテンツ作成支援への国立大学の貢献が期待されており、対応していく必要

がある。また、SINET更には第5世代移動通信システム（5G）等の先進的モバイル

通信システムを活用した遠隔教育環境の整備等についても、国立大学をネット

ワーク・ハブとして活用しながら国が主導して進め、日本全国の教育機関を網羅

し、世界をリードする情報インフラの整備を実現すべきである。 

 また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界の人的流動性は急激に減

速している。今後、影響が収束した場合においても、日本人学生の留学や海外か

らの留学生の受け入れにはかなりの制限がかけられる可能性が高く、入出国の

規制が緩和されたとしても、留学等の渡航を伴うグローバル教育・国際交流につ

いて、学生の意欲が維持されるかも含め、不透明な状況がある。そのような中、

英国等の海外の大学においてはオンラインを活用した留学生獲得競争が激化し

ており、我が国においてもオンラインを活用した留学生獲得等の在り方も含め、

国立大学が担う中長期的なグローバル教育のあるべき姿、戦略についても、早急

な検討が必要である。 

 更に、ICT技術の進展や社会情勢の変化等に適切に対応するための教育課程の

見直しやカリキュラム改編について、学年進行中であっても柔軟な運用を可能

とする制度改正も検討すべきである。 

 

（２）研究 

 

コロナ禍により世界各地で物理的な活動が大きく制限される中、デジタル技

術を活用した遠隔での活動が急速に拡大した結果、サイバー空間やデジタル情

報を活用した活動に大きな期待が寄せられ、時間や地理的制約等を超えた、これ

までにない新たな活動スタイルが生まれてきている。特に、近年、社会の様々な

データの活用が量的・質的に拡大してきている中、今般のコロナ禍において、更

にその活用の重要性が高まり、データ駆動の活動が社会のあらゆる分野に波及

し、急速に進展している。 
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研究活動でもそのような動きは同様である。これまでも、分野によっては、デ

ータ駆動型研究や、更には人工知能（AI）駆動型研究というような新たな研究手

法の出現がみられたが、今後、一層その流れは進み、様々な研究分野に普及・発

展し、オープンサイエンスが急速に進展していくことは必至である。そのような

状況において、国立大学及びその研究者は、データ駆動型研究及びオープンサイ

エンス等の先導役を果たし、我が国の研究力強化や、コロナ禍からの世界の復興、

グリーン・リカバリーとSDGsの実現に貢献することが重要であり、国立大学はデ

ータ駆動型研究等の新たな研究手法を支えるAI技術、ビッグデータ解析に長け

た人材の育成の中核を担っていく。 

 コロナ新時代において、特に実験施設・設備の利用が必須となる研究の継続に

向けては、デジタル技術を十分に活用し、共用施設や機器等のネットワーク化に

よる設備の遠隔利用等を推進することが必要である。また、データベース・電子

ジャーナル・電子書籍等の図書館外・学外利用を可能とする環境の整備や、オン

ラインの研究を行うに当たっての情報セキュリティ対策等の課題があり、教育・

研究活動におけるデータの利活用に関するルールの明確化等により、研究者が

教育・研究成果を安心して公開できる環境を早急に整備することが重要である。

国は必要な検討及び予算措置を行うとともに、十分な支援をすべきである。 

併せて、海外との共同研究、海外での研究活動等についても、オンラインでの

指導や共同研究の在り方について検討し、我が国の研究力の中核を担う国立大

学として、より一層世界に開かれた先進的な研究環境の確保を図るべきであり、

そのために国は十分な経費の措置をすべきである。 

なお、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和2年3月28日新

型コロナウイルス感染症対策本部決定）においては、「政府は、基礎医学研究及

び臨床医学研究、疫学研究を含む社会医学研究等の研究体制に対する支援を通

して、新型コロナウイルス感染症への対策の推進を図る。」とされている。国立

大学はその多分野にわたる研究力を結集し、感染症対策に資する研究はもちろ

ん、コロナ新時代における高度にレジリエントな社会の構築や、経済基盤・社会

構造の激変に直面する人類社会の新たな価値の創造に向け、引き続き尽力を惜

しまない。 

また、どのような研究においても、研究者倫理が求められ、研究成果について

説明責任を果たさなくてはならないことは、何時の時代においても変わるもの

ではなく、引き続き大学及び研究者の高い倫理性が求められることは言うまで

もない。 

 

（３）医療 

 

大学病院（特定機能病院）として果たすべき使命を全うするため、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対応や、災害対応における大学の在り方について

十分に検討する必要がある。その際、特に、国立大学附属病院においては教育・

研究と医療活動が不可分のものであるとの認識に立ち、文部科学省、厚生労働省

といった省庁の垣根を超えた財源の確保について検討が必要である。 
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コロナ新時代において、国立大学附属病院には、新型コロナウイルス感染症に

対応した医療と、それ以外の高度先進医療の提供を、地域医療の最後の砦として

担うことが求められている。新型コロナウイルス感染症の重症患者の受け入れ・

治療にとどまらず、ワクチン開発や新たな検査法の確立等にかかる研究、及び今

後の感染爆発の発生に備えた高度医療人材の育成等を一手に担う国立大学附属

病院に対して、デジタル技術を駆使した革新的医療にも対応する研究基盤設備・

重症対応機器等の整備や、医療機器の継続的な更新等、病院機能の維持・向上の

ため、省庁の垣根を越えて確実な財政措置が行われるべきである。 

また併せて、高度なデジタル及びマルチメディア技術を駆使した医療活動の

オンライン化の促進についても検討すべきである。 

 

（４）働き方改革、労働法制 

 

 コロナ新時代においては、デジタル技術を活用した電子決裁等の導入や労働

環境の遠隔化等を迅速に推進し、性別、国籍、障がいの有無等に関わらず、多様

な構成員の個性が尊重され、ハラスメントのない、一人一人が自由で対等に活躍

できる学修、研究、就業等のインクルーシブな環境の構築を図るべきである。ま

た、国立大学が担う役割の増大に伴い、国立大学を構成する教職員は今後、更に

多様化することが想定される。マネジメント人材、URA、リサーチエンジニア等

の高度専門職人材に対応する新たなキャリアパスの確立や、既存の教職員の育

成、外部人材との交流等を推進し、教職協働により情報化、国際化、産学連携、

地方創生等に取り組むことが求められている。これらの実現に向けた働き方改

革を推進するための財政措置及び労働法制の柔軟な運用が必要である。 

また、これと合わせて検討すべき重要な課題として、裁量労働制の教員の勤務

実態把握や医学系の臨床教員等への対応など、他の企業体とは異なる大学固有

の働き方改革、労働法制の問題がある。国の方針・施策による人件費増大に対し

相応の予算措置が不可欠であるとともに、教員の業務の特性を踏まえた制度改

正が必要である。大学教員は、自らの発想を源泉として創造的な活動を行ってお

り、研究時間に事実上制約をかけることにつながるような現行の労働時間法制

の在り方は、高度な創造性が求められるアカデミアの世界には基本的になじま

ない。研究者にとって魅力的な労働環境・研究環境の整備・充実に努めるととも

に、大学教員の働き方、大学における研究活動の特殊性に対応した、裁量労働制

の柔軟な運用などが求められる。 
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Ⅱ．提言 

 

 

【国立大学の決意】強靭でインクルーシブな社会の実現に貢献するため、国立

大学は設立以来の使命に加え、新たに機能を強化・拡張する。 

   国立大学は個々に、また総体として有する多様な学術知や、これまでの

「知の資産」を結集し提供することで、SDGsの実現、グリーン・リカバリー、

カーボンニュートラルの推進をはじめとする地球規模の課題を解決すると

ともに災害や感染症等に対応する高度にレジリエントで持続可能な社会の

構築にこれまで以上に貢献していく。 

中でも、コロナ新時代におけるオープンサイエンスの急速な進展等を見据

え、国立大学は、デジタル技術を駆使した教育・研究・社会貢献の機能強化

を行うとともに、データ駆動型研究等の新たな研究手法を支える人工知能

(AI)技術、ビッグデータ解析に長けた人材の育成等について、中核となって

それを担っていく。 

また、様々な地域に住む国民のすべてが発展・成長するため、地域で活躍

する人材の育成や新たな産業創出などの地方創生の中核としての役割を、今

後一層強化する。 

「知の泉」である国立大学は強靭でインクルーシブな社会の実現に向け、

ジェンダーはもとより人の多様性を重視し、多様なステークホルダーと共に

前進し、総体として知の循環と社会への還流を生み出し、コロナ新時代の新

たな価値の創造と社会基盤の構築を先導する役割を果たしていくために、持

てる総力をつぎ込む覚悟である。 

 

そのために、機能を強化・拡張することについて、国は以下に示すような、

国立大学経営に必要な財源の措置や規制緩和等の支援をすべきである。 

 

 

論点１．中期目標・中期計画の在り方 

 

提言１ 中期目標・中期計画は各国立大学の個性・特色を活かした多様なも

のとすべきである。 

文部科学省は、国として我が国の高等教育の全体的なビジョン、国立大学

をどのように維持・発展させていくかを明確にすべきである。 

そのうえで、各法人が中期目標に係る意見及び中期計画の案を提出するに

当たって、当該法人の長期的なビジョンを含め、様々なステークホルダーの

意見も踏まえつつ、各法人の個性に応じた多様な中期目標・中期計画の設定

を可能とする新たな仕組みとすべきである。 

 

提言２ 中期目標・中期計画数を精選するとともに、多様なステークホルダ

ーに伝えるための記述とすべきである。 

中期目標数は、国として国立大学法人に求める基本的事項として精選すべ
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きであり、併せて、中期計画数も現状より大幅に精選するとともに、記載の

質を、各大学が想定するステークホルダーにより明確に伝え広く理解を得る

ための記述として向上させるべきである。 

 

提言３ 世界の学術動向や社会情勢の変化等に応じた中期計画の見直しを

柔軟化すべきである。 

世界の学術動向、社会情勢の変化や各大学の経営方針の転換等に柔軟に対

応するため、期間中であっても、国立大学法人による中期計画の見直し手続

きがより柔軟かつ迅速に行える仕組みの導入が必要であり、変更の内容に応

じて届出制を導入するなど、弾力的な仕組みとすべきである。 

 

提言４ 国立大学法人評価のサイクルや他の評価の仕組みとの関係を見直し、

評価を効率化すべきである。 

教育・研究活動、業務運営についての年度評価については、情報公開の徹

底をもって、廃止すべきである。この点、国立大学法人法の改正により年度

評価の廃止が決定されたことは、大きな進展である。また、国立大学法人評

価、重点支援評価、客観指標評価は、必要な指標を当初より中期計画に記載

し国立大学法人評価に一本化するとともに、国立大学法人評価をもって認証

評価に替える、または認証評価機関との連携のもと、認証評価の結果を国立

大学法人評価の現況分析に活用する等効率化すべきである。 

 

 

論点２．戦略的な大学経営の在り方 

 

提言５ 国からの財政措置は、我が国が発展するための未来への投資として

増額すべきである。 

今後将来にわたって国立大学が総体としてパフォーマンスを向上させ、国

や社会からの大きな負託に一層こたえていくためには、未来への先行投資で

ある運営費交付金全体、施設整備費補助金それぞれの増額が必須である。ま

た、国立大学が国や社会から期待される様々な機能の強化・拡張や、特色あ

る教育・研究の発展・向上に取り組み、知の資産を活かしてイノベーション・

エコシステムの中核を担うためにも、運営費交付金全体、施設整備費補助金

以外の国からの財政措置についても充実が必要である。 

 

提言６ 国立大学法人評価に基づく運営費交付金の配分は中期目標・中期計

画期間ごとの活動に大きく影響させない配慮をすべきである。 

前中期目標期間終了時評価の結果、評価結果が良好な法人に対して「法人

運営活性化支援分」として30億円を配分する仕組みについて第4期において

も継続する場合は、現在の規模と同程度を上限とし、仮にこの予算枠を増額

する場合には、中期目標・中期計画期間ごとの活動に大きく影響させない配

慮をすべきである。 
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提言７ 成果を中心とする共通評価指標に基づく傾斜配分の仕組みは廃止す

べきである。仮に、第４期において成果に基づく配分を行うとして

も運営費交付金を上積み（現行予算の外枠）し、インセンティブを

与えるための措置とすべきである。 

定量的な共通指標のみによって毎年度評価を行い、その結果を運営費交付

金の配分に反映させる仕組みは、大学における教育・研究活動の財政基盤を

不安定化させ、中期目標期間における財源の見通しを持った責任ある大学経

営を困難にするとともに、その水準向上等をかえって阻害する要因となるも

のであり、廃止すべきである。 

また、仮に、共通評価指標に基づく予算配分を第4期においても行わざる

を得ない場合には、運営費交付金総額の拡充を図った上で、運営費交付金を

上積み（現行予算の外枠）し、インセンティブを与えるための措置とすべき

である。なお、運営費交付金を評価に応じて配分する場合には、定量的指標

と定性的指標を組み合わせて行うべきである。評価に当たっては大学改革支

援・学位授与機構におけるピアレビューに基づく4年目の現況分析結果に基

づいて次の期の毎年度の基盤的な運営費交付金の額を決定し、最終年度の評

価を踏まえ、これを微調整する仕組みとすべきである。 

 

提言８ 社会から一層の理解を得られる国立大学法人会計制度とすべきであ

る。 

社会から国立大学法人の財務状況等について一層の理解を得られるよう、

国立大学法人にふさわしい新たな会計基準の導入を実現できるよう議論し

ていくべきである。また、ステークホルダーに応じて、国立大学の活動状況

や成果の情報と財務状況を併せた統合報告書等による公表など、公益的な非

財務情報等の適切な見せ方について、一層の工夫と努力を重ねる必要がある。 

 

 

論点３．機能強化のための財政支援の在り方 

 

提言９ 「３類型」は廃止すべきである。 

多くの国立大学が「3類型」のいずれにも当てはまる特色を有しているに

もかかわらず、どれかひとつの類型を選ぶこととなったために、結果として

各大学の活動に自ら枠をはめるような作用を生じた面がある。また、大学の

特性に応じた重点配分のために導入された「3類型」が、共通指標に基づく

一律的な評価・配分のために使われるという一貫性を欠いた状況になってい

ることから、第4期に継続することの妥当性は低く、「3類型」は廃止すべき

である。 

 

提言10 国立大学の機能を強化・拡張するための新たな財政支援措置を創設

すべきである。 

大学全体としての取り組みを中期目標・中期計画期間を通期で評価し、支

援する仕組みとして、法人の長のビジョンに基づく機能の強化・拡張を行う
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ための特色ある取組に対し支援する制度を、運営費交付金の増額、あるいは、

現在機能強化を目的とする重点支援のための経費として配分されている200

億円を活用・拡充して創設すべきである。 

その際、地方創生や、地方におけるイノベーション創出を担う人材を恒常

的に育成する国立大学の役割を担保しつつ、世界的な視座に立った日本の研

究力強化の観点から国立大学全体としての層の厚みを更に充実させるため、

各地方にある大学、中堅大学や小規模大学の教育・研究力向上にも資する仕

組みとすべきである。またこのための予算は、「エンゲージメント」の実現

を意識し、「機能の強化・拡張」を目指し各大学が提示する挑戦的な取り組

みに対し評価を受け配分されるものとして、基幹的な運営費交付金の枠の外

で措置する財源として位置付けるとともに、これらの取組は教育・研究活動

の全体を通じて中長期的な視点で行われるものであり単年度で評価される

べきものではないため、中期目標期間を通じた評価とすべきである。 

 

提言11 「大学ファンド」は、国立大学の基盤的経費である運営費交付金を削

減しないことを前提とした制度とすべきである。 

大学院博士課程学生への支援にかかる制度については、広範な学問分野に

おける若手人材育成を推進するため、多様な大学を対象とする制度として実

施すべきである。 

また、世界に比肩するレベルの研究開発を行う大学の共用施設やデータ連

携基盤の整備にかかる支援については、運用益の拡大に伴い、支援対象とな

る大学について順次拡大するとともに、学内の一研究分野、一組織を単位と

したきめ細やかな支援を可能とすべきである。 

更に、運営費交付金とは目的が異なる制度であることから、「大学ファン

ド」による支援の動向は、運営費交付金の在り方と連動させるべきものでは

ない。この国公私立大学共通の制度の支援を受ける大学について、国立大学

の基盤的経費である運営費交付金を削減しないことを前提とした制度とす

べきである。 

将来的な償還や維持にかかる制度設計について、我が国独自の視点に立ち、

国立大学法人会計制度の改革とも合わせ、開かれた議論をすべきである。 

 

 

論点４．経営基盤強化に資する規制緩和等 

 

提言12  学生定員管理等について柔軟な制度を検討すべきである。 

国立大学の定員管理については、各大学及び法人の自主的な判断と戦略的

な取り組みにより柔軟な変更が可能となる制度を検討すべきである。特に、

地方創生に資するSTEAM人材や、地域に密着した高度人材の育成については、

必要な経費の措置を含め、戦略的な定員増が認められるべきである。また、

我が国の学術分野の多様性の確保とともに、ダイバーシティの観点から、留

学生や社会人学生、女子学生、障がい学生等の様々な属性にも配慮すること

が重要である。更に、留学生については国際的な獲得競争を背景に、より柔

軟な定員管理や授業料設定を可能とする規制緩和を検討すべきである。 
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提言13 自主財源の獲得を促す多様な規制緩和をすべきである。 

各国立大学が運営費交付金及び補助金等の国からの財源に加え、自主財源

を確保することは、各大学がその特性を活かした多様な教育・研究活動を更

に推進し、より挑戦的な課題に取り組むため重要である。より効果的な自主

財源の獲得と運用を行うため、寄附税制、土地の貸付、出資事業、繰越積立

金、大学債等にかかる様々な規制について緩和措置をすべきである。 

 

提言14 経営効率化のため必要な規制緩和等をすべきである。 

各国立大学がより効率的に経営を行うために障壁となっている各種の規

制について緩和すべきである。特に、海外大学とのジョイント・ディグリー

にかかる設置基準上の要件や手続きの緩和及び海外大学と連携した学位記

の形式にかかる弾力的な運用や、民間企業等からの資金について政府調達の

適用を緩和するなどの措置が求められる。これらの規制緩和は、国立大学が

国際連携や民間企業等との連携についてスピード感を持って推進していく

ためにも、早期に実現すべきである。 

 

 

論点５．コロナ新時代におけるデジタル技術を駆使した機能強化 

 

提言15 オンラインを活用した新たな教育の質の向上を実現すべきである。 

高等教育のみならず、初等中等教育を含め、対面授業の意義・価値を十分

に踏まえたうえで、オンラインを活用した教育の質を向上させることが急務

である。国立大学においては、MOOC等の共通プラットフォーム上での講義科

目の充実、単位互換の促進、複数大学での共同講義の実施等、新たな取り組

みの推進に必要な環境整備や専門人材の育成について、国として十分な支援

や規制の緩和をすべきである。 

また、初等中等教育におけるGIGAスクール構想実現のための人材育成やコ

ンテンツ作成支援、及びSINET及び先進的なモバイル通信システムを活用し

た遠隔教育環境の整備について、国立大学をネットワーク・ハブとして国が

主導して進めるべきである。 

併せて、コロナ新時代における新たな留学の在り方、オンラインも含めた

新たな留学生獲得競争のなかで国立大学が担うグローバル教育の中長期的

な在り方について、早急な検討が必要である。 

 

提言16 データ駆動型研究、オープンサイエンスを先導するとともに、国際

的な視野で研究のオンライン化を推進すべきである。 

国立大学及びその研究者は、今後ますます進展していくデータ駆動型研究

及びオープンサイエンス等の先導役を果たし、我が国の研究力強化や、コロ

ナ禍からの世界の復興、グリーン・リカバリーとSDGsの実現に貢献すること

が重要であり、国は十分な経費の措置をすべきである。 
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また、コロナ新時代においては、共用施設や機器等のネットワーク化によ

る設備の遠隔利用等の推進が必要である。更に、データベース・電子ジャー

ナル・電子書籍等の利用環境の整備や、情報セキュリティ対策等を行う必要

がある。更に、教育・研究活動におけるデータの利活用に関するルールの明

確化等により、研究者が教育・研究成果を安心して公開できる環境を早急に

整備することが重要である。国は必要な検討及び予算措置を行うとともに、

十分な支援をすべきである。コロナ新時代においても国立大学が我が国の最

先端の研究を担い続けるために、オンラインでの研究指導や共同研究の在り

方について検討し、国際的に開かれた先進的な研究環境の確保を図るべきで

ある。 

 

提言17 コロナ新時代における大学病院の機能維持・向上のため、省庁の垣

根を越えた財政措置をすべきである。 

国立大学附属病院には、新型コロナウイルス感染症に対応した医療と、そ

れ以外の高度先進医療の提供を、地域医療の最後の砦として担うことが求め

られている。新型コロナウイルス感染症の重症患者の受け入れ・治療にとど

まらず、ワクチン開発や新たな検査法の確立等にかかる研究、及び今後の感

染爆発の発生に備えた高度医療人材の育成等を一手に担う国立大学附属病

院に対して、デジタル技術を駆使した革新的医療にも対応する研究基盤設

備・重症対応機器等の整備や、医療機器の継続的な更新等、病院機能維持・

向上のため、省庁の垣根を越えて確実な財政措置が行われるべきである。 

 

提言18 デジタル技術を活用した労働環境の整備を推進すべきである。 

コロナ新時代において、デジタル技術を活用した電子決裁等の導入や労働

環境の遠隔化等を迅速に推進すべきである。また、性別、国籍、障がいの有

無等に関わらず、多様な構成員の個性が尊重され、一人一人が自由で対等に

活躍できる学修、研究、就業等のインクルーシブな環境の構築を図るべきで

ある。これらの実現に向けた働き方改革を推進するための財政措置及び労働

法制の柔軟な運用が必要である。 
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参考 

 

「第４期中期目標期間に向けた課題検討ワーキング」開催状況 

 

第１回：令和２年７月３日（金） 

（１）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧの設置について 

（２）国立大学協会で検討すべき課題の整理について 

（３）国立大学法人と国との自律的契約関係について 

 

第２回：令和２年７月２０日（月） 

（１）中期目標・中期計画の在り方について 

（２）３つの重点支援の在り方について 

 

第３回：令和２年７月３１日（金） 

（１）３つの重点支援の在り方について 

（２）評価の運営費交付金への配分の在り方について 

（３）「第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ 中間まとめ 案」（たたき

台）について 

 

第４回：令和２年８月２８日（金） 

（１）文部科学省との意見交換 

（２）「第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ 中間まとめ 案」（たたき

台）について 

 

第５回：令和２年９月１７日（木） 

（１）「第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ 中間まとめ 案」（たたき

台）について 

 

第６回：令和２年９月２８日（月） 

（１）「第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ 中間まとめ 案」につい

て 

 

第７回：令和２年１０月２７日（火） 

（１）「第４期中期目標期間へ向けた国立大学法人の在り方にかかる検討課題

について（中間まとめ）」案について 

 

第８回：令和２年１２月９日（水） 

（１）文部科学省「第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の

在り方に関する検討会」における議論の状況について 

（２）「３類型」に代わり「８分類」を用いた場合の問題点について 

（３）第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方にかか

る当面の検討課題について 
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第９回：令和３年１月１４日（木） 

（１）文部科学省「第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の

在り方に関する検討会」への対応について 

（２）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ「最終まとめ」の方向性につ

いて 

 

第１０回：令和３年２月４日（木） 

（１）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ「最終まとめ 案」（たたき

台）について 

 

第１１回：令和３年３月５日（金） 

（１）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ「最終まとめ 案」（たたき

台）について 

（２）文部科学省「第４期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の

ある方に関する検討会」（第６回）における国立大学協会ヒアリング対

応について 

 

第１２回：令和３年４月１３日（火） 

（１）評価に基づく運営費交付金の配分のあり方について 

（２）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ「最終まとめ（案）」につい

て 

 

第１３回：令和３年５月１４日（金） 

（１）第４期中期目標期間に向けた課題検討ＷＧ「最終まとめ（案）」につい

て 

（２）グループ分けの在り方について 

 

第１４回：令和３年５月２７日（木） 

（１）グループ分けの在り方について 

（２）ミッション実現戦略分について 
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第４期中期目標期間に向けた課題検討ワーキンググループの設置について 

 

令和２年５月２５日 

理 事 会 了 承 

 

１ 趣旨 

第４期中期目標期間に向けた課題を検討するため、理事会の下に「第４期中

期目標期間に向けた課題検討ワーキンググループ」（以下「ＷＧ」という。）を

置く。 

 

２ 役割 

①  第４期中期目標期間における中期目標・中期計画及び運営費交付金の在り  

方をはじめとする諸課題を整理し、それらを検討すること。 

②  ①に関して措置すべき事項がある場合には、その措置案を作成し、理事会  

に提示すること。 

 

３ 構成 

  ＷＧは、次の各号に掲げる委員で構成する。また、会長は随時参加するもの

とする。 

①  会長の指名する副会長 

②  会長の指名する学長 若干名 

③  専務理事、常務理事 

④  本ＷＧには、座長の指名により、本ＷＧの役割に関し専門的な知識・経験 

を有する専門委員を置くことができる。 

 

４ 運営等 

① ＷＧに座長を置き、副会長のうち会長の指名する者をもって充てる。 

② ＷＧの会議は、座長が招集し、議長となる。 

③ ＷＧは、構成員以外の関係者から意見を聞くことができる。 

④ 会議の運営に関し必要な事項は、ＷＧで定めるものとする。 

 

５ 設置期間 

令和２年５月に設置し、当分の間存続するものとする。 

 

６ 会議出席謝金 

  上記３の④に定める者には、会議出席謝金を支払う。 

 

７ その他 

① 検討結果については必要の都度理事会に報告し、理事会が適切に処理する。 

② ＷＧの庶務は、本協会事務局が担当する。 
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第４期中期目標期間に向けた課題検討ワーキンググループ 委員名簿 

 

 

座 長   西 尾 章治郎  大阪大学長 

 

委 員   大 野 英 男 東北大学長 

 

〃    山 崎 光 悦  金沢大学長 

 

〃    林   佳世子 東京外国語大学長 

 

〃    奥 田   潔 帯広畜産大学長 

 

〃    尾 家 祐 二 九州工業大学長 

 

〃    森 脇 久 隆 岐阜大学長 

 

〃    山 下 一 夫  鳴門教育大学長 

 

〃    山 口 宏 樹 国立大学協会専務理事 

 

〃    戸 渡 速 志 国立大学協会常務理事 

 

専門委員  三 浦 和 幸 電気通信大学理事 

 

〃    手 島 英 雄 千葉大学理事・事務局長（令和２年８月以降） 

 

〃    平 野 浩 之 長崎大学理事・事務局長 

 

〃    真 下   宗 東京海洋大学財務部長（令和２年８月まで） 

 
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  永 田 恭 介 筑波大学長 

 

※委員役職は令和３年６月現在 

 
35



参考資料

10.8％

5.8％

10.7％

国⽴⼤学
31,460本

我が国の論⽂数については、国⽴⼤学が国全体の約50％、⼤学全体の約70％を占める。
(出典︓科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング２０１９」より国⼤協作成）

我が国の研究⼒を⽀える国⽴⼤学（論⽂数に占める割合）

組織区分別論⽂数
（2015-2017年平均値）

⽇本の部⾨別Top10％補正論⽂数

⽇本のTop10％補正論⽂における各部⾨区分の割合

（出典）科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング
2019-論⽂分析でみる世界の研究活動の変化と⽇本の状況-」より作成

公⽴⼤学
3,197本

私⽴⼤学
11,634本

国研等
6,881本

企業
3,721本

その他
6,832本

我が国の論⽂数の組織別内訳では、国⽴⼤学は約50％を
占め、国公私⽴を合わせた⼤学全体では約70％を占めて
いる。
国⽴⼤学の占める割合は、法⼈化後の運営費交付⾦削減の
中においても、外部資⾦獲得等の努⼒により、ほぼ横ばい
を維持している。

18.3％

5.0％

49.4%

Article,Reviewを分析対象とし、分数カウント法により分析
クラリベイト・アナリティクス社 Web of Science XML(SCIE,2018年末バージョン)を基に、
科学技術・学術政策研究所が集計
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⺠間企業との共同研究の状況
国⽴⼤学における共同研究・受託研究の実施
件数及び研究費受⼊額は、平成23年度(2011
年)に⽐して、それぞれ約56％増、約２倍増
と⼤幅に増加。今後、更なる拡⼤を図る。

（出典）⽂部科学省「⼤学等における産学連携等実施状況について」及び科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング」等より国⽴⼤学協会事務局作成

●共同研究の深化・拡⼤、「組織」対
「組織」の本格的な産学連携の促進

⼤型の共同研究が少なく、「産学連携は依然本格
段階に⾄っていない（第5期科学技術基本計画）」

●⼤阪⼤学と中外製薬株式会社による先端的な免疫
学研究活動に関わる包括連携契約（2016年5⽉）
●筑波⼤学とトヨタ⾃動⾞株式会社による「未来社
会⼯学開発研究センター」設⽴（2017年4⽉）等、
「組織」対「組織」の産学連携促進の取組

国⽴⼤学は、地域の⺠間企業等（同⼀都道府県
内中⼩企業）との共同研究について、実施件
数、研究費受⼊額においても⼤多数を占め、
地⽅創⽣に貢献している。

⼤学発ベンチャーの推移と地⽅国⽴⼤学

平成30年3⽉31⽇時
点で現存の⼤学発
ベンチャー：

●⼤学別では東京⼤
学が最も多く、京都
⼤学、筑波⼤学、⼤
阪⼤学と続く。
●2016年度からの増
加数は、京都⼤学が
最も多く、東京⼤
学、筑波⼤学と続
く。

（出典）⽂部科学省「平成29年度 ⼤学等における産学連携等実施状況について」及び経済産業省「平成30年度⼤学発ベンチャー調査 調査結果概要」より国⼤協作成

地⽅国⽴⼤学は⼤学発ベンチャー
数上位30⼤学のうち11⼤学、⼤
学発ベンチャー増加数上位30⼤
学のうち半数の15⼤学を占め、
地⽅でのイノベーション創出に貢
献している。

2,040社
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我が国の研究⼒の国際的位置付け

○世界7カ国の論⽂数(2000-2017)

出展︓⽂部科学省 科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2019、調査資料-283、2019年8⽉を基に、国⽴⼤学協会が作成

（全世界）（各国論⽂数 ※整数カウントによる）

⼤学世界ランキングにおける国⽴⼤学の位置づけ

⽇本の⼤学はいずれの世界ランキングでも1000位以内ランクイン数で上位に位置する。

国⽴⼤学はTHEランキングで15⼤学、そのほかのランキングでは30⼤学以上が1000位
以内にランクインし、中間層の厚みで存在感を⽰している。

THE世界⼤学ランキング2021 国別ランクイン数

全ランクイン⼤学（1526校） （2020年9⽉）

国と地域 ランクイン数 ⽇本の⼤学内訳
United States 181 区分 ランクイン数
Japan 116 国⽴ 57
United Kingdom 101 公⽴ 12
China 91 私⽴ 47
India 63 合計 116
Brazil 52

1000位以内（1001校）
国と地域 ランクイン数 ⽇本の⼤学内訳
United States 173 区分 ランクイン数
United Kingdom 94 国⽴ 15
China 75 公⽴ 4
Italy 49 私⽴ 14
Germany 48 合計 33
France 40
Australia 37
Spain 36
India 33
Japan 33
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基盤となる運営費交付⾦の拡充と適切な競争的資⾦のデュアルサポートが必要
（出典）⽂部科学省資料をもとに国⼤協事務局作成

○予算配分バランスの変化（経常収⼊の内訳）

（注）附属病院収益は除く
（注）競争的資⾦等は、補助⾦等収益、受託研究等収益等、寄付⾦収益、研究関連収益

及びその他の⾃⼰収⼊の合計額

51%

51%

52%

52%

51%

53%

55%

55%

57%

58%

59%

61%

62%

64%

22%

20%

22%

21%

21%

19%

19%

19%

20%

18%

16%

14%

12%

11%

9%

12%

10%

11%

11%

10%

9%

8%

6%

6%

6%

6%

6%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H29

H28

H27

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

H17

H16

運営費交付⾦収益 学⽣納付⾦収益 競争的資⾦等（※） その他

○国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦等の推移

10,971 
10,971 
10,971 

10,945 
10,945 

11,123 
10,792 

11,366 
11,528 

11,585 
11,695 

11,813 
12,043 

12,214 
12,317 

12,415 

R1
H30
H29
H28
H27
H26
H25
H24
H23
H22
H21
H20
H19
H18
H17
H16

（億円）

国⽴⼤学運営費交付⾦等の経年変化

~H27
▲1,470億円

R2

戦略的な運営を⾏うためには、中期⽬標期間を通じた安定的な財源の確保が不可⽋

R3

10,807
(10,763) (44)

10,790

⽤地⼀括⻑期借⼊⾦債務償還分
（当然減となる経費）（R2まで）

この他、R2から
⾼等教育修学⽀
援新制度のうち
国⽴⼤学授業料
等減免相当分が
別途措置

令和元年度、共通指標
による評価に基づく

傾斜配分の導入

財源不安定化

363

791

1155

376

410

418

487

487

465

469

437

503

441

439

439

444

482

646

676 

326 

233 

119 

263 

194 

480 

1,879 

725 

92 

621 

897 

889 

1,209 

666 

457 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

R3

R2

R1

H30

H29

H28

H27

H26

H25

H24

H23

H22

H21

H20

H19

H18

H17

H16

当初予算額（⼀般会計・施設整備費補助⾦）

補正予算額等（⼀般会計・施設整備費補助⾦）

当初予算額（復興特会・施設整備費補助⾦）

補正予算額（復興特会・施設整備費補助⾦）

○国⽴⼤学法⼈等施設整備費予算額の推移（国費相当分）

法⼈化以降予算が減少

○施設の⽼朽化

連絡通路の屋根崩落

⼀歩間違えれば⼤惨事につながる恐れ

外壁・サッシの落下の危険 配管の腐⾷

施設整備費等を確保・充実し､教育研究⼒強化の環境を整備することが必要

（億円）

国⽴⼤学施設整備費補助⾦及び施設設備管理維持費の確保・充実

施設整備費予算額の減少により
施設の⽼朽化が進⾏し
安全⾯・機能⾯等に課題

※■防災・減災、国⼟強靭化のための
緊急対策関係予算（R2年度まで）

電気ケーブルの劣化

今後も継続的
予算措置が必要

⽼朽改善整備進捗率︓
R2年度予算完了後25％

（うち８０８億円）※

（うち４３０億円）※

（当初予算案）
（億円）

補正予算が積まれているが、当初予算額は減少のまま
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東京⼤学の運営費交付⾦予算額を「100」とした際の各⼤学等の値は以下のとおり。（令和元年度当初予算額）

■ 重点⽀援①
■ 重点⽀援②
■ 重点⽀援➂
■ ⼤学共同利⽤機関法⼈

国⽴⼤学法⼈運営費交付⾦の配分状況

⽂部科学省 資料より国⽴⼤学協会作成

○科研費は、全ての学術研究分野を⽀える競争的な基礎的資⾦として定着し、新たな産業の創出や
安全で豊かな国⺠⽣活に⼤きく貢献している
これを推進するためには、予算の拡充を⾏うとともに、研究費の効果的・効率的な使⽤に資する
基⾦化の推進が必要

○科研費の応募・採択件数、採択率の推移

（出典）⽇本学術振興会「科研費等の審査に係る総括」（平成23〜29年度）及び「平成29年度科学研究費助成事業の配分について（概要）」をもとに国⼤協事務局
作成

○科研費の充⾜率の推移

92 89 
94 97 99 101 101 104 

26 25 26 26 26 27 25 26 

28.5% 28.3%
27.3% 26.9%

26.5% 26.4%

25.0% 24.9%

10%

15%

20%

25%

30%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

応募件数(新規) 採択件数(新規) 採択率

(千件）

60%

70%

80%

90%

100%

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29
特推 基盤(S) 基盤(A) 基盤(B) 基盤(C) 若⼿(B)

70%

○科研費の１課題辺りの平均配分額(直接経費)
の推移（新規＋継続）

2,355 

2,270 

2,176 
2,143 2,155 

2,170 

2,000

2,100

2,200

2,300

2,400

H25 H26 H27 H28 H29 H30

(千円）

科学研究費助成事業（科研費）予算の拡充
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・データやAIによる分析から新たなイノベーション創出や価値創造を⾏える⼈材が不⾜
(データ出典︓経済産業省「IT⼈材の最新動向と将来推計に関する調査結果」2016年6⽉）

新たに求められる⾼度⼈材育成

学⽣、博⼠後期課程学⽣への新たな経済的⽀援

博⼠課程への⼊学者が減少傾向、優秀な学
⽣が研究の世界に失望し研究者を志望しない
傾向（質・量の不⾜）。我が国の将来の科学
技術・イノベーションの空洞化が強く懸念さ
れる。優れた博⼠課程学⽣を含む若⼿
研究者の確保のためには、博⼠課程、
特に後期課程への進学者の増加を促進
する給与型の経済⽀援が必要
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電⼦ジャーナル価格⾼騰による研究経費の圧迫

教育改⾰推進や研究⼒の向上のためには、知的インフラの整備拡充が必要不可⽋
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180
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220

240

260

280

300

320
%

百万円

年度

その他

データベース

電⼦ジャーナル

雑誌

電⼦書籍

図書

対⼤学総経費⽐率

○図書館資料費の推移︓国⽴⼤学 1⼤学あたり平均額

（グラフ出典）⽂部科学省（旧⽂部省）の「学術情報基盤実態調査結果報告」（旧「⼤学図書館実態調査結果報告」）による〔JUSTICE事務局作成〕

⼤学予算減少の中で図書館資料費を確保しているが、必要な学術誌をすべては購⼊できない。
また、電⼦ジャーナルの毎年の値上げにより、予算が同額であれば購読できる学術誌数が漸減し、

研究環境悪化の懸念も。 教育・研究活動に⼤きな⽀障

（出典）文部科学省「学術情報基盤実態調査」（各年度）及び大学図書館コンソーシアム連合（JUSTICE）より
国立大学協会事務局作成

（単位：種類）

（年度）

（単位：USドル）

1国⽴⼤学当たりの電⼦ジャーナル利⽤可能種類
と

⾃然科学系分野別電⼦ジャーナル平均単価の推移
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⼗分な研究時間の確保等など研究環境の改善を⾏うためには、
欧⽶諸国並みの研究⽀援者の確保等に必要となる財政⽀援の拡充が必要

研究⽀援者に係る状況の国際⽐較
○主要国等の研究者1⼈当たりの研究⽀援者数
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「研究⼒強化・若⼿研究者⽀援総合パッケージ」参考資
料集（令和2年1⽉総合科学技術・イノベーション会議）
より

研究⽀援者に係る国内研究者の調査

研究環境の抜本的強化のため、マネジメント⼈材、URA、リサーチエンジニア等の⾼度専⾨職⼈材の
育成・確保とキャリアパスの確⽴や、研究設備・機器群のネットワーク化、共⽤化促進等についての
⽀援が必要

R1ʻ、R2ʼは⽂科省公表数値。R3ʻは筑波⼤学調べによる

成果を中⼼とする共通評価指標に基づく傾斜配分の状況

過去70年の蓄積の影響が⼤きく、直近の努⼒が評価できていない。
増 減 は3年間で増減に変動がある部分。緑枠内には3か所しかない。

研究の指標教育の指標 マネジメントの指標重点⽀援③
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